
千葉市告示第６５６号  

 千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）附則第５条の４の規

定に基づき、千葉県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相

当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車は、次のとおりとす

る。  

 

令和元年８月２日  

                  千葉市長  熊  谷  俊  人  

 

１  千葉県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するも

のとして市長が定める３輪以上の軽自動車  

  千葉県と千葉市が平成３１年３月２７日付けで締結した「軽自動車

税の環境性能割の減免対象に関する協定書」において減免の対象とし

て定められた、千葉県県税条例（平成１９年千葉県条例第１号）第  

７４条の６第１項各号及び第２項各号に規定する自動車に相当する３

輪以上の軽自動車  

２  施行期日  

  令和元年１０月１日  


